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（仮称）野洲市育児休業応援給付金支給要綱の制定に向けた取り組みについて 

 

 

１．給付金制度設計の背景 

 地方公務員法等の改正により、令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が導入され

ました。この会計年度任用職員制度では、その任用形態により、パートタイム会計年度任用

職員（地方公務員法第 22条の第１項第１号）とフルタイム会計年度任用職員（地方公務員

法第 22条の第１項第２号）に区分されています。 

フルタイム会計年度任用職員は、「会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間

当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務

時間と同一の時間であるもの」と規定されており、いわゆる正規職員と同様の勤務形態とな

ります。 

フルタイム会計年度任用職員の社会保険等については、任用当初は、社会保険（協会けん

ぽ）、雇用保険に加入していますが、一定の条件を満たすと、社会保険は、滋賀県市町村職

員共済組合（以下「共済組合」という。）へ、雇用保険は滋賀県市町村職員退職手当組合（以

下「退手組合」という。）へ加入となります。具体的なその条件は、 

①任用が事実上継続していると認められる場合で 

②勤務した日が 18日以上ある月が、引き続いて 12月を超えるに至った者で 

③その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することと

されていること 

であります。 

しかし、会計年度任用職員制度が導入されることとなったことに伴い、国に準じて滋賀県

市町村職員の退職手当に関する条例が令和元年８月２日に一部改正（令和２年４月１日施

行）され、上記②の「12月」については、付則第 13項により「６月」と読み替えることと

なりました。このことにより、同時期に加入変更となっていたものが、６月ずれることとな

りました。 

（イメージ図） 

 

雇用保険加入時は、雇用保険に基づく各種給付等が受給でき、その一つに育児休業給付が

あります。上記イメージでは、４月から９月末までの間で育児休業中の場合、雇用保険の育
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児休業給付金が支給されますが、退手組合へ加入する 10月１日以降は、雇用保険の資格喪

失（９月 30日）により、雇用保険からの支給はなくなります。 

一方で、当初の任用から 12月経過後の４月１日からの加入する共済組合からは、育児休

業中において、育児休業手当金が支給されます。つまりは、退手組合加入時から共済組合へ

の加入までの間（イメージにおける 10月から３月の期間）において、育児休業に伴う給付

を受けることができないという課題が生じることとなります。そして、この課題は、育児休

業中の給付制度として、原則１歳（保育所入所不可等により最大２歳）に達する日までが定

められている中で、育児休業取得者の責めによるものでは当然にないことから、当該人に不

利益が及ばないように対応する必要があると認識しています。 

 

２．（仮称）野洲市育児休業応援給付金の概要 

 育児休業給付金が支給されない期間において、（仮称）野洲市育児休業応援給付金支給要

綱を制定し、独自に支給することを検討しています。 

 その概要は次のとおりです。 

＜目的＞ 

フルタイム会計年度任用職員に適用される滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例に

おける要件と地方公務員等共済組合法における要件が異なることで育児休業に伴う給付

が支給されない状態が生じた際に、育児休業応援給付金を支給することで、安心して育児

休業を継続し、育児休業終了後の職場復帰に資することを目的とする。 

＜支給対象者（以下全てを満たす者）＞ 

 育児休業を取得するフルタイム会計年度任用職員であること。 

滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例が適用されているフルタイム会計年度任用職

員であること。 

滋賀県市町村職員共済組合の組合員資格を有していないこと。 

＜支給対象期間＞ 

 給付金の支給対象期間は、滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例が適用され、かつ、

滋賀県市町村職員共済組合の組合員資格を有するまでの期間 

＜支給額＞ 

 地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金相当額 

 （標準報酬月額×67％（育児休業後 181日目以降は 50％）） 

＜その他＞ 

（仮称）野洲市育児休業応援給付金は、本来的には、育児休業取得者が受給できる給付に

ついて、当該人に不利益とならないように給付するものであることから、雇用保険や地方

公務員等共済組合法に基づく給付と同様に非課税所得であるべきと認識していますが、

税務署へ確認をしています。 

 

３．現在把握している状況 

 令和２年７月１日現在、対象者になり得る会計年度任用職員の方は、５名を把握。令和２

年度に必要と想定される額は、全体で約 360万円。 


